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令和２年７⽉３０⽇
新型コロナウイルス感染症対策本部
２９−５２７５

新型コロナウイルス感染症に関する花巻市の対応について

《新型コロナウイルス感染症に関する事業者等に対する⽀援について》

◆国の家賃⽀援給付⾦の申請サポート窓⼝の開設について（商⼯労政課：４１−３５３９）
国では、５⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により売上の減少に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・

家賃（賃料）の負担を軽減する給付⾦の申請受付を７⽉１４⽇（⽕）から開始しています。申請は原則オンライン
申請となっていますが、⾃分⾃⾝で申請を⾏うことが難しい⼈を対象とした申請サポート窓⼝を国が設置していま
す。利⽤には事前予約が必要です。

【開催場所】 花巻市定住交流センター（なはんプラザ） ２階会議室
【開催期間】 令和２年７⽉２２⽇（⽔）から令和２年９⽉３０⽇（⽔）まで（⼟⽇祝⽇も開催）

※都合により変更となる場合があります。
【開催時間】 午前９時３０分から午後５時３０分
【受 付 等】 事前予約が必要です。電話（０１２０−１５０−４１３）⼜は家賃⽀援給付⾦ポータルサイトで

予約

＜参考＞
国の家賃⽀援給付⾦

要 件：令和２年５⽉から１２⽉の期間中、いずれか１か⽉の売上が前年同⽉⽐で５０％以上減少⼜は連続す
る３か⽉の売上が前年同期⽐で３０％以上減少

給付額：基本的に申請⽇の直前１カ⽉以内に⽀払った賃料（地代・家賃）の２／３を６倍した⾦額。ただし、
賃料が法⼈の場合75万円を超える場合、個⼈の場合37.5万円をそれぞれ超える場合は計算⽅法が異な
ります。（法⼈：最⼤６００万円、個⼈事業者：最⼤３００万円）

例）直前１カ⽉以内に⽀払った賃料が⽉額１０万円の場合
賃料１０万円×２／３×６＝４０万円

※市及び県が連携して⾏っている「家賃補助」の交付を受けた事業者も対象となり得ることから、市及び県の
交付決定を受けた１８５事業者に対し、市から国の制度のご案内を郵送しています。

※国の制度では、地⽅⾃治体から家賃⽀援を受けている場合、国の⽀援給付⾦額と地⽅⾃治体からの家賃⽀援
額の合計が、申請者が１か⽉分として⽀払った賃料の６倍を上回る場合は、 １か⽉分として⽀払った賃料の
６倍を超過する額が、国の家賃⽀援給付⾦額から除かれることとなっておりますが、花巻市の場合は
１か⽉の賃料を６倍した⾦額を超えない⾒込みであるため、国の給付⾦は減額されません。

《新型コロナウイルス感染症に関する市⺠の皆様に対する⽀援について》

◆はなまき⼦育て応援特別給付⾦について（地域福祉課：４１−３５７５）
花巻市では⼦育て⽀援に寄与するため、国で実施した「特別定額給付⾦」の対象となった令和２年４⽉２７⽇よ

り後に出⽣した乳児に対し、「はなまき⼦育て応援特別給付⾦」を⽀給いたします。

【給付対象】 令和２年４⽉２８⽇以降に出⽣した乳児
【給付⾦額】 乳児１⼈につき５万円
【申請⽅法】 ①４⽉28⽇から7⽉31⽇までに出⽣届を提出した⽅のうち花巻市から児童⼿当を受給している⽅

→原則、児童⼿当を受給されている⼝座に振込みますので申請は不要です

②４⽉28⽇から7⽉31⽇までに出⽣届を提出した⽅のうち公務員等花巻市から児童⼿当を受給し
ていない⽅
→８⽉上旬に申請書を送付しますので、地域福祉課まで返送願います

③8⽉3⽇以降に出⽣届を提出される⽅
→出⽣届の際に、地域福祉課にて申請書を提出いただきます

【⽀給⽅法】 児童⼿当の振込⼝座または指定された⼝座に順次振込みます



◆特別定額給付⾦の７⽉２９⽇時点の状況（地域福祉課特別定額給付⾦室：２９−５２７０）
対象世帯 ：３７，９２１世帯
申請件数 ：３７，７７５件（申請済 99.6％、未申請世帯１４６世帯 0.4％）
振込件数 ：３７，７４７件（対象世帯中：99.5％）
振込⾦額 ：９，４６７，５００，０００円
申請期限 ：花巻市の場合８⽉６⽇（⽊）まで

※７⽉２１⽇から８⽉１⽇まで未申請世帯を各⼾訪問するなど、対象となっている全世帯から申請が⾏われるよ
う努めており、７⽉２９⽇時点で訪問対象２３４世帯中８８世帯が申請となり申請率向上につながっておりま
す。その他３２世帯について、直接世帯主やご家族へ申請を勧奨したところ、後⽇申請する等の回答を得てい
る状況です。

◆ひとり親世帯臨時特別給付⾦について（地域福祉課：４１−３５７５）
国では、新型コロナウイルス感染症により、家計が急変するなどの影響を受けたひとり親世帯を⽀援するため臨

時特別給付⾦を⽀給します。給付には基本給付と追加給付があり対象者が⼀部異なります。

【対象者】〈基本給付〉
①６⽉分の児童扶養⼿当の⽀給を受けている⼈
②公的年⾦などを受給しており、６⽉分の児童扶養⼿当の⽀給が全額停⽌される⼈
③感染症の影響を受け家計が急変するなど、収⼊が児童扶養⼿当を受給している⼈と同じ⽔準まで

減少した⼈
※児童扶養⼿当受給の⽔準は受給対象者本⼈及び同居する扶養義務者の扶養⼈数により異なり

ますので、申請前に地域福祉課にお問い合わせください

〈追加給付〉
基本給付①または②に該当する⼈のうち、感染症の影響を受けて家計が急変し、収⼊が減少した⼈
なお、収⼊の減少幅について、特に定めはありません

【⽀給額】 基本給付：１世帯当たり５万円、第２⼦以降１⼈につき３万円
追加給付：１世帯当たり５万円

【⼿続等】 ・基本給付①に該当する⼈ ：申請⼿続きは必要ありません
・基本給付②③、追加給付に該当する⼈：申請が必要となります。（申請期限令和３年２⽉２６⽇）
・申請書様式は地域福祉課に備え付けているほか市ホームページに掲載しています。

なお、申請の際に添付する書類は、申請する⼈によって異なりますので申請前に地域福祉課にお問
い合わせください

【⽀給等】 ・基本給付①に該当する⼈
対象世帯 ：７５６世帯
⽀給予定額：４９，３５０，０００円
⽀給⽇ ：８⽉６⽇（⽊）に児童扶養⼿当を⽀給されている⼝座に振込みます

・基本給付②③、追加給付に該当する⼈：申請内容を確認後、速やかに⽀給する予定

【花巻・遠野地域外来・検査センターについて】：新型コロナウイルス感染症対策本部２９−５２７５

開設⽇時：毎週⽔曜⽇・⼟曜⽇（祝⽇を除く）
午後１時３０分から午後３時３０分まで（１⽇最⼤で６名の検査を⾏う⾒込み）
なお、検査は完全予約制のため検査予約がない場合は開設しない
※予約は７⽉２７⽇から登録医療機関を通じて受付
※検査センターの開設は令和２年７⽉２９⽇（⽔）から

対 象 者：花巻市・遠野市に在住する者で⼩学⽣以上の者

開設場所：厚⽣労働省の通知に基づき⾮公表

従 事 者：１⽇当たりのスタッフは合計７名
登 録 医：１名（花巻医師会４２名、遠野医師会５名）：検査者の問診、検体採取
看 護 師：１名（総合花巻病院）：医師の検査補助
保 健 師：２名（市職員） ：本⼈確認、検体の梱包・保管等、センター全体の統括
医療事務員：１名（委託事業者） ：保険証の確認、カルテ作成等
誘 導 員：２名（委託事業者） ：⾞の誘導や検査⽤物品の配布

花巻市の感染拡⼤を予防するための対応



新型コロナウイルス感
染症の疑いがある⽅

①電話で相談の上、受診

診察の結果
感染の疑いが

有る場合

登録医療機関
（かかりつけ医等）

④検査予約⽇時を通知

花巻・遠野地域外来
・検査センター

②登録医療機関で検査予約

⑤検査予約⽇時に地域外来検査センターで検査

③予約完了・検査⽇時を通知

検査の流れ： （検査予約：上図フローのとおり）
①感染症の疑いのある⽅は、登録医療機関（かかりつけ医等）へ電話で相談のうえ受診。
②登録医療機関の診察の結果感染の疑いがある場合、登録医療機関の判断により「花巻・遠野

地域外来・検査センター」へ電話とＦＡＸで検査予約。
③予約受付完了後、検査⽇時をＦＡＸにて登録医療機関へ通知。
④登録医療機関より感染症の疑いのある⽅へ検査予約⽇時を通知。

（検査会場での検査の流れ）
①検査を受ける⽅（患者）は、⾃家⽤⾞にて検査会場へ⾏く。検査会場前で、誘導員の指⽰により、

窓を開放し⾞内を換気後、体温計や検体容器、従事者と⾞内とのワイヤレス式通話機器など必要
物品を窓から渡す。⾞の窓を閉めて会場に進む。

②保健師が窓越しに本⼈確認、保険証を確認（カメラで撮影）。患者は⾞の窓を10センチほど
開けて必要書類を提出し⾞の窓を閉める。医療事務員がカルテを作成。

③患者は看護師の指⽰により⾞内で体温等計測する。計測結果は⾞の窓越しに確認し保健師が記録。
④医師は⾞の窓を閉めたまま、問診や呼吸の状態等を確認後に検体容器に唾液を出すよう指⽰。
⑤医師が検体容器に唾液が必要量採取できたことを確認し、保健師が検査結果が出るまでの⾃宅

での過ごし⽅など注意事項を説明。
⑥⾞の窓を開けてもらい医師が検体を受け取り、容器外側を消毒。
⑦体温計や通話機器など使⽤した物品を窓から台の上へ返却し、窓を閉めて検査終了。帰宅。
※スタッフの感染リスク軽減のため、なるべく窓を開ける回数・時間を少なくする⽅式で採取。
※検査結果は１〜3⽇位で、検査センター（市）に通知され、患者、保健所、かかりつけ医に

検査センターより連絡

陽性結果が出た場合
・患者に結果を説明し、保健所から連絡がある旨を伝えるとともに今後の流れ（⼊院等及び必要な準備等）

についても可能な範囲で説明を⾏う
・保健所、かかりつけ医に報告

検査までの流れ




